
経済連携協定交渉 
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平
成
１６
年
7
月
か
ら
２０
年
３
月
ま
で
農
林
水

産
大
臣
官
房
国
際
部
在
職
中
、
経
済
連
携
協
定

（
以
下
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
）
の
交
渉
官
（
マ
レ
ー
シ
ア
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
）
を
努
め
て
い
ま

し
た
の
で
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
交
渉
に
つ
い
て
簡
単
に
紹

介
し
ま
す
。
 

　
Ｅ
Ｐ
Ａ
は
自
由
貿
易
協
定（
以
下
、
Ｆ
Ｔ
Ａ
）

と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
Ｅ
Ｐ
Ａ
と
い
う
場

合
、
関
税
撤
廃
な
ど
を
内
容
と
す
る
物
品
貿
易

を
は
じ
め
、
サ
ー
ビ
ス
貿
易
、
投
資
ル
ー
ル
、

人
の
移
動
（
技
術
的
職
種
で
の
就
労
や
単
位
滞

在
条
件
の
緩
和
）
、
協
力
、
知
的
財
産
の
保
護
、

ビ
ジ
ネ
ス
環
境
整
備
な
ど
の
分
野
を
カ
バ
ー
す

る
包
括
的
な
協
定
を
意
味
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｐ
Ａ

に
は
そ
の
主
要
な
構
成
要
素
と
な
る
Ｆ
Ｔ
Ａ
が

含
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
我
が
国

で
は
、
す
で
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
マ
レ
ー
シ
ア
、

タ
イ
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ブ
ル

ネ
イ
、
メ
キ
シ
コ
、
チ
リ
と
8
つ
の
2
国
間
Ｅ

Ｐ
Ａ
を
締
結
し
、
日
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
Ｃ
Ｅ
Ｐ
（
包

括
的
経
済
連
携
）
協
定
も
本
年
4
月
に
署
名
完

了
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
国
と
の
貿
易
関
係
を

見
る
と
、
我
が
国
の
農
林
水
産
物
総
輸
入
額
に

占
め
る
こ
れ
ら
の
国
か
ら
の
輸
入
額
は
約
２０
％

と
な
っ
て
い
ま
す
。（
2
0
0
7
年
貿
易
統
計
） 

　
Ｆ
Ｔ
Ａ
に
つ
い
て
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
お
け
る
多

角
的
貿
易
自
由
化
の
枠
組
を
補
完
す
る
も
の
と

し
て
ガ
ッ
ト
２４
条
に
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
本

条
で
は
「
実
質
上
す
べ
て
の
貿
易
を
自
由
化
す

る
こ
と
」
と
さ
れ
て
お
り
、
物
品
貿
易
の
分
野

で
は
、
我
が
国
は
こ
れ
を
１０
年
以
内
の
関
税
撤

廃
率
（
貿
易
額
ベ
ー
ス
）
９０
％
を
基
準
に
し
て

お
り
、
こ
れ
ま
で
の
Ｅ
Ｐ
Ａ
に
お
い
て
こ
れ
を

達
成
し
て
き
て
い
ま
す
。
 

　
交
渉
の
事
前
準
備
と
し
て
、
産
官
学
か
ら
な

る
「
共
同
研
究
会
」
な
ど
を
開
催
す
る
場
合
が

あ
り
、
こ
こ
で
の
検
討
な
ど
を
経
て
、
相
手
側

の
関
心
事
項
な
ど
を
事
前
に
把
握
す
る
こ
と
も

出
来
ま
す
。
交
渉
に
入
る
と
、
ま
ず
ど
の
よ
う

な
分
野
を
交
渉
対
象
に
す
る
か
を
議
論
す
る
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
物
品
貿
易
（
「
市
場
ア

ク
セ
ス
」
と
も
い
う
）
な
ど
は
ま
ず
異
論
な
く

対
象
と
な
り
ま
す
が
、
関
心
の
異
な
る
分
野
に

つ
い
て
は
議
論
と
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
対

象
分
野
や
交
渉
の
や
り
方
（
体
制
、
会
合
の
頻

度
、
リ
ク
エ
ス
ト
・
オ
フ
ァ
ー
の
方
式
な
ど
）

が
決
ま
る
と
、
物
品
貿
易
分
野
で
は
関
税
撤
廃

の
リ
ク
エ
ス
ト
・
オ
フ
ァ
ー
の
交
換
（
Ｒ
／
Ｏ

交
換
）
が
行
わ
れ
ま
す
。
Ｒ
／
Ｏ
は
品
目
別
に

な
っ
て
お
り
、
農
林
水
産
品
の
オ
フ
ァ
ー
で
は

基
本
的
に
は
、
関
税
即
時
撤
廃
、
段
階
的
撤
廃

（
5
年
、
7
年
、
１０
年
な
ど
）
、
再
協
議
、
除

外
の
4
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
い
ま

す
。
再
協
議
、
除
外
は
関
税
撤
廃
を
行
わ
な
い

も
の
で
す
が
、
再
協
議
は
協
定
発
効
後
5
年
後

な
ど
に
再
交
渉
す
る
こ
と
を
約
束
す
る
も
の
で

あ
り
、
除
外
は
協
定
上
何
ら
約
束
を
し
な
い
も

の
で
す
。
ま
た
、
関
税
即
時
撤
廃
と
段
階
的
撤

廃
の
う
ち
の
１０
年
以
内
の
撤
廃
が
先
程
述
べ
た

自
由
化
率
に
算
入
さ
れ
ま
す
。
Ｒ
／
Ｏ
交
換
後
、

双
方
の
関
心
品
目
を
中
心
に
品
目
別
に
交
渉
が

開
始
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

　
わ
が
国
の
場
合
、
交
渉
の
体
制
は
首
席
代
表

（
外
務
省
の
次
官
、
大
使
級
）、
共
同
議
長
（
4

省
（
外
務
、
財
務
、
農
水
、
経
産
）
の
審
議
官

級
）、
交
渉
官
（
4
省
の
課
長
、
室
長
級
）
の

3
層
が
基
本
に
な
っ
て
お
り
、
相
手
国
の
場
合

も
省
庁
の
体
制
は
異
な
る
も
の
の
、
ほ
ぼ
同
様

の
3
層
が
基
本
で
す
。
 

　
物
品
貿
易
な
ど
主
要
分
野
の
交
渉
が
実
質
的

に
終
了
す
る
と
「
大
筋
合
意
」
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
段
階
で
は
各
分
野
の
条
文
（
テ

キ
ス
ト
）
の
細
部
が
決
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が

多
く
、
大
筋
合
意
後
も
テ
キ
ス
ト
交
渉
を
し
、

最
終
的
な
協
定
署
名
が
さ
れ
正
式
に
合
意
が
確

定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
各
国
で

国
会
承
認
な
ど
の
国
内
手
続
き
と
な
り
、
協
定

締
結
手
続
き
を
経
て
、
協
定
が
発
効
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
 

　
最
後
に
、
個
人
的
な
感
想
を
述
べ
た
い
と
思

い
ま
す
。
交
渉
に
は
最
低
限
の
ル
ー
ル
は
存
在

す
る
も
の
の
、
進
め
る
上
で
の
明
確
な
ル
ー
ル

が
確
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
主

張
と
主
張
、
戦
略
と
戦
略
の
ぶ
つ
か
り
あ
い
と

な
り
ま
す
。
ま
た
、
相
手
の
あ
る
交
渉
で
す
か

ら
、
予
想
外
の
反
応
が
あ
っ
た
り
、
大
き
く
進

展
し
た
り
、
行
き
詰
ま
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
夜
を
徹
し
て
準
備
を
行
い
、
交
渉

に
臨
ん
で
も
「
協
議
不
調
」
な
ど
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
人
と
人
が
相
対
す
る
わ
け
で
す

か
ら
、
い
わ
ゆ
る
「
生
臭
さ
」
が
あ
り
、
そ
こ

が
交
渉
の
面
白
い
と
こ
ろ
で
も
あ
り
ま
す
。
特

に
、
大
詰
め
に
な
る
と
膝
つ
め
、
非
公
式
の
交

渉
に
な
り
、
交
渉
中
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か

ら
、
「
話
が
違
う
！
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
最
後
は
交
渉
官
同
士
の

信
頼
関
係
が
キ
ー
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
、
交

渉
官
を
4
年
近
く
務
め
、
改
め
て
学
ん
だ
こ
と

で
す
。
 




